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この５月は天候不順で、気温が低かったり風が強かったりで体調管理が
大変です。
おまけにはしかが大流行。
休校となる大学まで出ています。
GW明けは、急にエンジン全開！ではなく、まったりとスタートいたしましょう。
今回は、探せば、どうにかなんとかなる（場合もある）年金の受給資格
期間のお話です。
==========================================================
★保険＆年金基礎知識～カラ期間を活用しよう！～ 　
 
先日、今年で６０歳になる友人が裁定請求書の記入について相談に
来ました。
友人は厚生年金に１年以上加入していましたので、６０歳から年金の
受取が始まることになるのです。
年金が受給できるかどうか不安だったとのことで、社会保険事務所で
加入記録を調べてもらい、その資料も持参してもらいました。
 
加入歴は、２３年８ヶ月でした。
本来なら２５年の加入期間がないと、受給権（年金を受け取る権利）は
発生しないのですが、資料を見ると「カラ期間」がマーカーで記入されて
いました。
 
この「カラ期間」は、合算対象期間ともいい、年金額には反映されませんが
老齢の年金の受給権を発生させることのできる「期間」です。
 
合算対象期間は色々ありますが、友人の例でご説明しますと....。
 
和子さんは、昭和４５年から２年間会社で働き、昭和４７年に結婚、
結婚と同時に専業主婦となりました。
昭和４７年当時は、サラリーマン（厚生年金加入の）被扶養配偶者は
国民年金には任意加入でした。
つまり、将来自分の年金が欲しい場合には保険料を支払って国民年金に
加入することも出来ますが、強制加入ではなかったのです。
ですので、和子さんも国民年金には加入していませんでした。
そして年金法の改正で、昭和６１年４月から２０歳以上６０歳未満の
日本国内居住者は、国民年金に強制加入となり、
 
自営業者、無職、学生の方は国民年金第１号被保険者
厚生年金のある会社で働く人、公務員は国民年金第２号被保険者
国民年金の第２号被保険者の被扶養配偶者は国民年金第３号被保険者
 
ということで、「国民皆年金」となりました。
 
和子さんの場合、この国民年金に加入義務のなかった
昭和４７年～昭和６１年３月までは「カラ期間」
＝年金額には反映されませんが、国民年金の受給資格期間を見る
上では、加入していた期間とみなされることになります。
 



 
厚生年金被保険者期間　約１年８ヶ月
第３号被保険者期間　　　２２年
残りの１年と４ヶ月は、この「カラ期間」で補うことができたのです。
 
和子さんは、
「うまいこと行ってよかったけど、私、お勤めしてた時のほかは、保険料て
一切払ってなかったけど、そんでほんとに年金もらえるの？」
とまだ、ちょっと納得がいかない様子。
その仕組みについても説明し、理解していただくことができました。
 
●西尾の解説
 
年金の仕組みが大幅に改正された昭和６１年に、２階建て年金システムが
スタートしました。
２階建ての１階部分に当たる基礎年金部分の国民年金は、原則日本に居住
の全ての人に加入が義務付けられました。
そして、２階部分に当たるのが、一般の会社員の厚生年金、公務員の共済
年金等です。
そして、厚生年金や共済年金の被保険者の配偶者（２０歳以上６０歳未満の
方）は国民年金第３号被保険者となり、厚生年金や共済年金全体でその
保険料を負担する仕組みとしたため、第３号は本人が保険料を支払う必要は
ありません。
 
そこで、上記の、「保険料はらってないのに....。いいの？」という疑問が生まれる
訳です。
この仕組み自体には異論もあるようですが、現在の制度上で認められていること
なのですから、該当なさった方は大いばりで年金の裁定請求をなさってください
ね。
 
この「カラ期間」＝合算対象期間には、他にも
２０歳未満及び６０歳以上の厚生年金被保険者期間
共済組合加入期間
平成３年３月３１日までの２０歳以上の学生である期間
等様々な期間があります。
 
ご自身や身近な方が、２５年の資格期間を満たさないのでは？と不安な場合は
一度この期間についてお調べになることをお勧めします。
 
==========================================================
★トピックス～離婚分割豆知識～
 

離婚→年金分割の場合、その前の段階で、配偶者お互いの年金情報が必要と
なってきます。
そのための書類が「年金分割のための情報提供請求書」
A３二つ折りの書類で、お住まいの地域の社会保険事務所にあります。
この書類には、婚姻日や、婚姻期間中の年金加入記録も記入する
必要があります。
 

離婚は、ないにこしたことはありません。
 

でも、上記の書類のためだけでなく、
ご自分の職歴を記録しておくのは勿論、給与明細書をしっかり保存して
置かれるともしもの時（社会保険や雇用保険の未加入問題等など）に役立つ
ことがありますよ。
 

============================================================

 



～～～～～～編集後記～～～～～～～～
エコ燃料の影響で、マヨネーズやオレンジジュース
が値上がりするとか。
風が吹けば桶屋が...。
のように、ひとつのことが思いもかけないことに影響
することってありますよね。
地球温暖化がもたらす様々な影響が、今後どんな
影を落とすの生来楽天的な私でさえ不安になります。
すぐできる、スーパーレジ袋の辞退と
ビール１日マイナス１缶から始めよう！と
思ってます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
 
*********************************************************
年金についてのご相談なら
西尾雅枝社会保険労務士事務所
社会保険労務士＆年金コンサルタント
西尾雅枝
〒604-8155 
京都市中京区錦小路通室町東入ル
占出山町308 ヤマチュービル２F　N10
電話&FAX(075)241-4586
メールinfo@nishio-sr.com
WEBサイトhttp://www.nishio-sr.com
＊このメールマガジンの無断転載・転用は固くお断りいたします。＊
*********************************************************
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働くあなたの公的年金＆保険知っ得情報
発行システム：『まぐまぐ！』http://www.mag2.com
配信中止はこちら』http://www.mag2.com/m/0000180112.html
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